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Ⅰ-１ 赤塚ホームの概要

＜赤塚ホーム＞とは

区立赤塚福祉園に併設されている入所設備を有する施設であり、板

橋区独自の事業である緊急保護事業を実施

〇利用実績

※令和５年３月３１日現在の利用登録者数：317名

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

延利用件数 370 183 188 186

延利用日数 685 344 299 299

２



＜緊急保護事業＞とは

在宅の障がい者を介護する方が、病気などで一時的に介護できなく
なった場合に、障がい者を短期間、入所施設で預かり、日常的な支援
を行う事業

・緊急的な支援を要するものに特化した事業であり、障害者総合支援

「法外」の区の独自事業として実施

障害支援区分認定及び受給者証は不要

・利用前に面談による事前の登録申請が必要

※ 緊急時に特化した事業ではあるが、空床時には限定的に介護者の休
養（レスパイト）としても利用可。

Ⅰ-2 緊急保護事業について①
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＜緊急保護事業の対象者＞

板橋区内に住所を有する以下のいずれかに該当する者

・ 「身体障害者手帳」の所持者

・ 「愛の手帳」の所持者

・ その他区長が認めた者

※ 年齢１歳未満の乳児、医療的ケアが必要な方、伝染性の疾患を有

する方等は利用できません。

Ⅰ-3 緊急保護事業について②
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Ⅰ-4 赤塚ホーム（短期入所事業）の開設について①

★ニーズの高まる介護者の休養（レスパイト）としての利用に対応する

ため、赤塚ホームで短期入所（ショートステイ）事業を新たに開始

＜短期入所（ショートステイ）事業＞とは

在宅の障がい者を介護する方が、病気などで一時的に介護できなく

なった場合や介護者の休養（レスパイト）のために、障がい者を短期間、

入所施設で預かり、日常的な支援を行う事業

・緊急的な支援だけでなく、介護者の休養（レスパイト）としての利用

を重視した事業であり、障害者総合支援法の自立支援給付事業として

実施 障害支援区分認定及び受給者証が必要

・利用前に面談による利用契約の締結が必要
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※ただし、障がい児（18歳未満）については、障害支援区分認定は不要



Ⅰ-5 赤塚ホーム（短期入所事業）の開設について②

開設予定日：令和５年10月頃を予定

周知開始日：令和５年７月中旬頃より実施

周 知 方 法：チラシ、区ホームページ、広報いたばしにより周知

緊急保護事業に登録されている方には個別に通知

利 用 定 員：２名 今後、ニーズや実績に応じて定員増を検討

利 用 料：障害者総合支援法に基づき、原則サービス提供に要した

費用の１割負担（受給者証の負担上限月額が上限額）

食 事 代：食材費実費負担（朝・昼食：400円、夕食：500円）

予約開始日：利用を希望する日の３か月前から

※赤塚ホームとしての送迎は行っていないため、利用者本人で移動支
援等をご活用のうえ、来所していただくことになります。
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Ⅰ-6 緊急保護事業と短期入所（ショートステイ）事業の比較

緊急保護事業 短期入所（ショートステイ）

利用対象
・ 緊急事由の方

・ 宿泊を伴わない日中利用の方
・主に休養事由の方

料金

・ 保護に要する費用
４時間以内：200円
８時間以内：400円
12時間以内：600円
連日保護：1,000円/１泊

・ 食費及び緊急時の医療費等

・ サービス利用に要する１割負担分
（区民税所得割が一定額以上の方）

・食事及び緊急時の医療費等

受給者証 不要 要

区との契約 不要 要
（但し、事前の利用登録が必要）
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Ⅰ-7 短期入所（ショートステイ）利用にあたっての事前準備

◎下記担当地域の福祉事務所障がい者支援係で短期入所を利用するための

受給者証の交付が必要（申請から交付まで最低でも１か月を要します）

板橋福祉事務所障がい者支援係（TEL：03-3579-2460）

板橋・稲荷台・大谷口・大谷口上町・大谷口北町・大山町・大山金井町・大山西町・大山
東町・加賀・熊野町・小茂根・幸町・栄町・中板橋・仲宿・仲町・中丸町・氷川町・富士
見町・双葉町・本町・南町・向原・大和町・弥生町

赤塚福祉事務所障がい者支援係（TEL：03-3938-5118）

赤塚・赤塚新町・上板橋・桜川・大門・東新町・常盤台・徳丸・成増・西台・東山町・三
園一丁目・南常盤台・四葉・若木

志村福祉事務所障がい者支援係（TEL：03-3968-2337）

相生町・小豆沢・泉町・大原町・坂下・清水町・志村・新河岸・高島平・蓮沼町・蓮根・
東坂下・舟渡・前野町・三園二丁目・宮本町
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Ⅰ-8 赤塚ホームへのアクセス・連絡先

こちら！
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☎ 03-5383-5631
（10時～16時）



Ⅱ-１ 板橋キャンパス跡地における複合型施設の整備について①

＜板橋キャンパス跡地活用事業＞

東京都が実施する地域の福祉インフラ整備事業で、都有地である板橋

キャンパス跡地（板橋区栄町３５番２号）を活用し、地域の福祉ニーズ

を踏まえた高齢、障がい、防災分野に関する施設の整備を促進するもの

◆障がい者施設の整備予定

サービス名 事業の特色

①グループホーム※ 重度重複障がい者の受入れに対応した事業とする

②ショートステイ※ 医療的ケア、緊急時の受入れに対応した事業とする

③生活介護 重症心身障がい者の受入れに対応した事業とする

④相談支援 特定（計画）相談支援事業とする

（令和５年２月15日開催 健康福祉委員会資料を参考）
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※①と②の空床時は、体験利用の場として活用することを検討



Ⅱ-２ 板橋キャンパス跡地における複合型施設の整備について②

＜板橋キャンパス跡地以外での整備計画＞

板橋区内で未整備である、重症心身障がい児の受入れにも対応した児

童発達支援事業の公募を実施する

◆各事業（サービス）の整備時期

整備時期 整備事業（サービス）名

令和５年度 ショートステイ（赤塚ホーム事業）

令和６～７年度 児童発達支援（誘致公募事業）

令和７～８年度 グループホーム（板橋キャンパス跡地活用※）

令和７～８年度 ショートステイ（板橋キャンパス跡地活用※）

令和７～８年度 生活介護（板橋キャンパス跡地活用※）

令和７～８年度 相談支援（板橋キャンパス跡地活用※）
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※板橋キャンパス跡地活用における事業所開設は令和8年度末を予定



Ⅱ-３ 板橋キャンパス跡地へのアクセス
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【拡大図】
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●東武東上線「大山駅」北口
から徒歩約５分

●都営三田線「板橋区役所前
駅」A3出口から徒歩約５分


